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水質部会決議事項について 
 
 
１ 平成３０年度第２回大分県環境審議会水質部会 
（１）日  時  平成３１年２月２８日（木） １３時３０分～１５時３０分 
（２）場  所  大分センチュリーホテル Ｂ１Ｆ 『琥珀の間』 
（３）出 席 者  委員１０名（代理出席含む）、事務局等８名 
（４）議  題  平成３１年度公共用水域及び地下水の水質測定計画について 
（５）審議結果  原案が適当である旨、答申することを決定した。 
（６）結果概要 

①目的  
平成３１年度の大分県内の公共用水域及び地下水について、大分県、国土交通省、水資源 

機構及び大分市が水質汚濁の状況を常時監視するために測定すべき水域、測定地点、測定項 
目等について定める。 

 
②調査水域及び測定地点 
公共用水域 ５４河川１１１地点、６湖沼１２地点、８海域５０地点 
地 下 水 ７８地点 

 
③測定回数（公共用水域） 
生活環境項目 原則として毎月１回、水質変動の少ない水域については、年６回又は４回 
健 康 項 目 原則として全水域の代表点で、年１回から年２回全項目実施 
要 監 視 項 目 クロロホルム等３１項目について、年１回から２回 
特 定 項 目 水道水源取水地点近傍等において年４回 
そ の 他 項 目 項目に応じて年１回から１２回 

 
④測定回数（地下水） 

     概況調査（新規及び定点） 年１回又は２回 
   汚染井戸周辺地区 調査 年２回            
   継 続 調 査 年２回 
 
 
２ 根拠法令 水質汚濁防止法 
  第１５条 都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなけれ 

ばならない。 
  第１６条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域 

に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画（以下 
「測定計画」という。）を作成するものとする。 

 
 
参考：生活環境項目に係る環境基準の達成状況 

 

区  分 

30 年度 

環境基準を達成しなかった水域 
類型指定 

調査水域

数 

達  成 

水域数 

達成率 

（％） 

河 川 （BOD） 42 38 90.5 伊呂波川、寄藻川、桂川、臼杵川 

湖 沼 （COD） 2 2 100   

海 域 （COD） 19 17 89.5 豊前地先海域、別府湾中央水域 

合 計 63 57 90.5   
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自然環境部会決議事項について

１ 自然環境部会の開催結果について

日 時 平成３１年３月２５日（月）１５：００～１７：００

場 所 大分県庁舎新館地下２２会議室

出席委員 ７名中４名出席

諮問事項 ①指定希少野生動植物の指定について

（ウチョウラン・セッコク・ヤマシャクヤク・ブッポウソウ・

カスミサンショウウオ・オオルリシジミ・ウブギセルガイ）

②指定希少野生動植物の指定解除について（クロシジミ）

審議の結果、原案が適当との答申を決定した。

２ 指定及び指定解除の根拠

大分県希少野生動植物の保護に関する条例（平成１８年大分県条例第１４号。以下「条

例」という。）

第９条 知事は、希少野生動植物（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法 律（平成４年法律第７５号）第４条第３項の国内希少野生動植物種及び

同法第５条第１項の緊急指定種を除く。）のうち、特に保護を図る必要があると

認められるものを指定することができる。

２ 知事は、前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしよ

うと するときは、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。

３～５ 略

６ 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。

７ 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

８ 知事は、指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の

変 化により指定の必要がなくなったと認めるとき、又は指定を継続することが適

当でない と認めるときは、指定を解除しなければならない。

９ 第１項から第７項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
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３ 指定案

（１）ウチョウラン（ラン科）

出典：荒金 正憲「豊の国 大分の植物誌」佐伯印刷(株)，2003，p412
ウチョウラン（ラン科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ A 類

カテゴリー 環境省 Ⅱ類

分布域 県内：耶馬渓･国東丘陵地、英彦山･犬ヶ岳山地、玖珠丘陵地･山地、豊後

水道後背地域、大野川上流域

県外：本州(秋田,関東以西),四国,九州(福岡･佐賀･長崎･大分･宮崎･鹿児

島)

生育環境 丘陵地や低山地の岩場。

学術的価値 国立･国定公園指定植物［阿蘇くじゅう、瀬戸内海、耶馬日田英彦山、祖

母傾］

減少要因 人による採取

（２）セッコク（ラン科）

出典：荒金 正憲「豊の国 大分の植物誌」佐伯印刷(株)，2003，p416
セッコク（ラン科）

レッドリスト 大分県 Ⅱ類

カテゴリー 環境省 －

分布域 県内： 耶馬渓･国東丘陵地、中津･宇佐低地、英彦山･犬ヶ岳山地、津江

山地、豊後水道後背地域、石灰岩地域、大野川上流域、祖母･傾山地、北

川上流域

県外：本州,四国,九州(福岡･佐賀･長崎･熊本･大分･宮崎･鹿児島)

生育環境 丘陵地から山地の常緑広葉樹、針葉樹、落葉広葉樹の樹幹や林内、岩上。

学術的価値 国立･国定公園指定植物［阿蘇くじゅう、瀬戸内海、耶馬日田英彦山、祖

母傾］

減少要因 人による採取
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（３）ヤマシャクヤク（キンポウゲ科）

出典：荒金 正憲「豊の国 大分の植物誌」佐伯印刷(株)，2003，p421
ヤマシャクヤク（キンポウゲ科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ B 類

カテゴリー 環境省 準

分布域 県内：英彦山･犬ヶ岳山地、津江山地、玖珠丘陵地･山地、九重火山群、

由布･鶴見火山群、祖母･傾山地、北川上流域

県外：本州,四国,九州(福岡･佐賀･長崎･熊本･大分･宮崎･鹿児島)

生育環境 低山地や山地の谷林内。

学術的価値 国立･国定公園指定植物［阿蘇くじゅう、瀬戸内海、耶馬日田英彦山、祖

母傾］

減少要因 人による採取

（４）ブッポウソウ（ブッポウソウ科）

ブッポウソウ（ブッポウソウ科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ B 類

カテゴリー 環境省 Ⅰ B 類

分布域 県内：低山の渓流沿いの林に飛来する数少ない夏鳥。

県外：本州，四国，九州

生息環境 平地から低山の湖沼や渓流に接するよく茂った森林に生息し、大木の樹

洞に営巣する。森林内や農耕地上空で甲虫類やセミ、トンボなどの大型

昆虫類を捕食する。

学術的価値 希少鳥獣

減少要因 生息地の減少
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（５）カスミサンショウウオ（サンショウウオ科）

カスミサンショウウオ（サンショウウオ科）

レッドリスト 大分県 Ⅱ類

カテゴリー 環境省 Ⅱ類

分布域 県内：宇佐市、豊後高田市

県外：本州（近畿・中国地方）四国、九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・

大分・鹿児島）

生息環境 雑木林、産卵は谷間の水田・湿地などの止水域

学術的価値 －

減少要因 生息地の減少

（６）オオルリシジミ（シジミチョウ科）

オオルリシジミ（シジミチョウ科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ A 類

カテゴリー 環境省 九州亜種ⅠＢ、本州亜種ⅠＡ

分布域 県内：（玖珠町，九重町，）久住町，（別府市）

※括弧書きは、かつて生息が確認されている地域

県外：本州(東北地方,中部地帯),九州(熊本･大分)

生息環境 明るい草原、とくに火山草原。幼虫はクララを食べる。

学術的価値 －

減少要因 人による捕獲
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（７）ウブギセルガイ（キセルガイ科）

ウブギセルガイ（キセルガイ科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ B 類

カテゴリー 環境省 Ⅱ類

分布域 県内：蒲江町

県外：九州(大分)

生息環境 林内や山麓のがれ場の礫の間や落ち葉の下。

学術的価値 模式標本産地［蒲江町屋形島］

減少要因 人による捕獲

４ 指定解除案

クロシジミ（シジミチョウ科）

クロシジミ（シジミチョウ科）

レッドリスト 大分県 Ⅰ B 類

カテゴリー 環境省 Ⅰ B 類

分布域 県内：前津江村、日田市、天瀬町、本耶馬渓町、耶馬渓町、安心院町、

山香町、九重町、別府市、湯布院町、庄内町、大分市、久住町、竹田市、

宇目町

県外：本州,四国,九州(福岡･佐賀･長崎･熊本･大分･宮崎･鹿児島),対馬

生息環境 草原疎林や荒れ地、堤防草地など。

学術的価値 指定希少野生動植物

現況 最近 10 年間の、県 RDB 見直し調査および情報確認の結果、個体数の減

少や生息地の著しい悪化などはなく、二次的な乾燥草原草地での発生も

確認され、分布域は県下広域である。
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５ 指定による行為の制限等

・個体の所有者等は、希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適

切に取り扱うように努めなければならない（条例第１０条）

・許可なく捕獲、採取、殺傷又は損傷（以下、「捕獲等」）をしてはならない（条例第

１２条）

・ただし、学術研究、繁殖、教育など指定種の保護に資すると認められる目的で捕獲等

をする場合は、知事の許可を受けて行うことが出来る（条例第１４条）

・条例に違反して捕獲等をした種の個体（加工品を含む。）の所持、譲渡し、譲受けを

してはならない（条例第１３条）

・違反した場合、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金の罰則に処する（条例第４０

条）

６ 指定までのスケジュール

平成３１年３月１３日 大分県環境審議会長への諮問

平成３１年３月２５日 大分県環境審議会の開催

平成３１年４月１６日 指定案の告示・縦覧（１４日間）

令和元年５月３１日 指定の告示

（ 周 知 期 間）

令 和 元 年 ７ 月 １ 日 指定告示施行

７ 現在の指定状況

指定希少野生動植物３５種（植物２１種、動物１４種） 令和元年１１月５日現在
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１．温泉部会決議事項について
（平成３１年２月２２日～令和２年１月２２日）

○第４０７回部会
日 時 平成３１年３月２６日（火）１３時３０分～１６時２５分
場 所 大分県庁舎 別館８４会議室
出席委員 ７名中７名出席
議事及び １ 温泉掘削等許可申請に関する審議
審議結果 ２５件（新規掘削３件、代替掘削９件、増掘１件、動力装置８件、

審議保留４件)
２０件に許可が適当、５件に審議保留との答申を決定した。

○第４０８回部会
日 時 令和元年５月２１日（火）１３時３０分～１５時３０分
場 所 大分県市町村会館 ６１会議室
出席委員 ７名中７名出席
議事及び １ 温泉掘削等許可申請に関する審議
審議結果 １８件（新規掘削１件、代替掘削５件、増掘２件、動力装置５件、

審議保留５件)
１２件に許可が適当、１件に継続審議、５件に審議保留との答申
を決定した。

○第４０９回部会
日 時 令和元年７月２３日（火）１３時３０分～１６時３０分
場 所 大分県庁舎 別館Ｂ１１会議室
出席委員 ７名中７名出席
議事及び １ おおいた温泉基本計画の進捗について（報告）
審議結果 おおいた温泉基本計画の関係指標についての進捗状況を事務局か

ら報告し質疑を行った。
２ 温泉掘削等許可申請に関する審議

１９件（新規掘削５件、代替掘削５件、増掘１件、動力装置２件、
継続審議１件、審議保留５件)
１１件に許可が適当、３件に継続審議、５件に審議保留との答申
を決定した。

○第４１０回部会
日 時 令和元年１０月１日（火）１３時３０分～１７時１０分
場 所 大分県庁舎 別館８４会議室
出席委員 ７名中６名出席
議事及び １ 温泉掘削等許可申請に関する審議
審議結果 ２２件（新規掘削２件、代替掘削６件、動力装置６件、継続審議

３件、審議保留５件)
１４件に許可が適当、３件に継続審議、５件に審議保留との答申
を決定した。

○第４１１回部会
日 時 令和元年１１月２６日（火）１３時３０分～１６時００分
場 所 大分県庁舎 別館８４会議室
出席委員 ７名中７名出席
議事及び １ 温泉掘削等許可申請に関する審議
審議結果 １２件（代替掘削２件、動力装置２件、継続審議３件、審議保留

５件)
６件に許可が適当、１件に継続審議、５件に審議保留との答申を
決定した。
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鳥獣部会決議事項について
（平成３１年２月２２日～令和元年１月２２日）

○令和元年度第１回鳥獣部会

・日 時 令和元年９月３日（火）９時５５分～１０時３０分

・場 所 大分県庁舎本館８階 ８１会議室

・出席委員 ７名中７名出席

・議事及び 【議案】「沖黒島鳥獣保護区特別保護地区について」
審議結果 ・沖黒島鳥獣保護区特別保護地区（佐伯市）の指定期間（１０年）が令

和元年１０月３１日で満了するにあたって、１１月１日以降、１０年
間の指定期間をもって指定（再指定）を行ってよいか鳥獣部会で審議
した。

【決議事項】
・令和元年１１月１日～令和１１年１０月３１日までの１０年間、
沖黒島鳥獣保護区特別保護地区として指定することは適当である。
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